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住宅ローン減税の特例の延長等 

 令和３年度税制改正により、住宅ローン控除の

控除期間１３年となる特例が延長となりました。 

◆令和４年１２月末までに入居した方が対象 

 住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォ

ーム等で住宅ローンを借りた場合、年末のローン

残高(上限あり)の１％を所得税から控除する制度

です。 

 消費税率１０％が適用される住宅の取得等をし

た場合に、住宅ローン控除の控除期間を１３年間

(控除期間１１～１３年目の控除額は「ローン残高

の１％」又は「建物購入価格×２％÷３」のいず

れか少ない額)とする特例は、以下の期間に契約を

して、令和４年末までに入居した方が対象となり

ました。 

◎注文住宅の新築……令和２年１０月１日～令和

３年９月３０日までに契約。 

◎分譲住宅・既存住宅の取得又は増改築等……令

和２年１２月１日～令和３年１１月３０日までに

契約。 

 また、合計所得金額が１千万円以下の方は、床

面積要件が緩和され、４０㎡以上５０㎡未満の住宅

についても適用対象となります。 

◆すまい給付金やグリーン住宅ポイント 

 住宅を取得した方の収入が一定以下の場合に、最

大５０万円(収入額に応じて１０～５０万円)の給付

金を支給する「すまい給付金」についても税制を踏

まえて延長となり、上記の期間内に契約した方は、

令和４年末までに引渡しを受けた場合が対象となり

ます。また、床面積要件も４０㎡以上に緩和されま

す。 

 この他、一定の省エネ性能を有する住宅の新築や

リフォーム等に対して、様々な商品や追加工事と交

換できるポイントを付与する「グリーン住宅ポイン

ト制度」も創設されています。 

「在宅勤務手当」の社会保険の取扱い 

 社会保険料・労働保険料等の算定基礎となるのは、

給与、手当、賞与など名称を問わず労働者が労働の

対償として受ける全てのものとなります。 

 企業がテレワークを導入して労働者に「在宅勤務

手当」を支給する場合、社会保険料等の算定基礎に

含めるか否かの取扱いについては、支給実態などを

踏まえて判断する必要がありますが、労働者が在宅

勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合で

も返還する必要がないもの(例えば、毎月一定額を

渡し切りで支給)は、算定基礎に含まれます。 

 なお、在宅勤務に必要な費用の実費弁償に当たる

部分は算定基礎に含まれません。 

確定申告書を郵送等で送付する場合 

 令和２年分所得税等の確定申告期限は、今月１５日までとなります。 

 作成した申告書を郵送により提出する場合は、「郵便(第一種郵便物)」又は「信書便」を利用して税務署

に送付する必要があり、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。 

 また、ｅ－Ｔａｘにより送信する場合は、即時通知及び受信通知の受付日時が提出日となります。 

 なお、期限までに申告できないやむを得ない理由がある方は、申請により延長が認められます。 
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